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令和７年岩手県大船渡市における大規模火災に係る岩手県賃貸型応急住宅事務処理要領 

 
第１ 目的 

この要領は、「令和７年岩手県大船渡市における大規模火災に係る岩手県賃貸型応急

住宅実施要綱」（令和７年３月17日施行）（以下、「要綱」という。）を円滑に実施する

ために必要な事務処理に関する事項を定める。 

 
第２ 入居申込み 

１ 賃貸型応急住宅に入居を希望する被災者は、貸主から賃貸型応急住宅とすること

に合意を得た上で、入居希望物件を選定し、「岩手県賃貸型応急住宅入居申込書」 

（様式第１号）に２の書類を添付し、当該災害時に居住していた市町村に提出する。 

２ 添付書類 

(1) 必要書類は次のとおりとする。 

① 「入居希望物件概要書」（様式第１号の２） 

② 「同意書」（様式第２号）又は「確約書」（様式第３号） 

③ 「誓約書」（様式第４号） 

④ 「住民票」（入居者全員分） 

※罹災証明書に被災住家の世帯構成員の記載がない場合 

⑤ 「罹災証明書」 

⑥ その他市町村が必要と認める書類 

(2) 実施要綱第６条(2)②～⑤に該当する場合は、「申出書」（様式第５号）を提出

するものとする。 

(3) 要綱第９条第１項に該当する場合は、「切替契約に係る同意書」（様式第６号） 

を提出するものとする。 

 
第３ 申込書等の受付及び入居者の決定 

(1) 市町村は、入居希望者から「岩手県賃貸型応急住宅入居申込書」の提出があった

ときは、当該申込書及び添付書類（以下、「申込書等」という。）の記載内容を確

認した上で、県に進達する。 

(2) 県は、申込書等の内容を審査し、適当と認められる場合は、賃貸型応急住宅への

入居を決定するものとする。 

(3) 県は、賃貸型応急住宅への入居を決定した場合は、「岩手県賃貸型応急住宅入

居決定通知書」（様式第７号）を申込者に送付する。 

(4) 県は、申込書等の内容を審査し、要綱の入居要件に該当しないことが判明した場

合は、「岩手県賃貸型応急住宅入居不可決定通知書」（様式第８号）を申込者に送

付する。 
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第４ 賃貸型応急住宅の契約 

賃貸型応急住宅の賃貸借契約について、以下のとおり定める。 

(1) 入居希望者は、貸主又は宅地建物取引業者（以下「貸主等」という。）に決定

となった旨を説明し、「岩手県賃貸型応急住宅賃貸借契約書」（様式第９号、以下、 

「契約書」という。）の作成を依頼する。 

(2) 貸主等は、契約書に請求書（様式第１０号、様式第１０号の２（仲介料が発生

する場合））、入居者に説明した重要事項説明書（宅地建物取引業者が貸主代理又

は仲介・媒介をする場合）、定期賃貸住宅契約についての説明（様式第１１号）、

を添付し、市町村に提出する。 

(3) 市町村は、契約書及び添付書類（以下、「契約書等」という。）を受理し、県に

進達する。 

(4) 県は、契約書等を審査の上、契約を締結する。締結後の契約書は、貸主（入居

者分を含む）に送付する。 

なお、宅地建物取引業者が貸主代理又は仲介・媒介している場合は、締結後の

契約書（貸主及び入居者の分）を宅地建物取引業者に送付する。 

(5) 貸主は、入居者に契約書を送付する。 

なお、宅地建物取引業者が貸主代理又は仲介・媒介している場合は、宅地建物

取引業者が貸主及び入居者に契約書を送付する。 

 
第５ 賃料等の支払 

賃料等の支払について、以下のとおり定める。 

(1) 県は、貸主からの請求に基づき、原則、初回支払分（退去修繕負担金等を含む。） 

を契約成立の翌月までに、以降は当月分を前月末までに支払う。 

(2) １か月に満たない月の賃料、共益費及び管理費は、実日数で日割計算（先乗後

除）した額（１円未満切捨）とする。 

 
第６ 入居決定の取消し 

(1) 県は、入居者が下記第７の責務または第８の善管注意義務に違反した場合

は、賃貸型応急住宅の入居決定を取り消すことができる。 

(2) 県は、入居者が以下の事項に該当した場合は、賃貸型応急住宅の入居決定を取り

消すことができる。 

ア 入居者が対象世帯の要件に該当しないことが明らかとなった場合

イ 偽りその他不正な手段により入居の決定を受けた場合 

ウ 法令等に違反した場合 

エ 賃貸型応急住宅の使用に関する市町村の指導に従わなかった場合 

オ 入居者が賃貸型応急住宅の賃貸借契約書の条項を遵守しないこと等により、

当該契約を解約することとなった場合 

カ 入居者が賃貸型応急住宅を居住以外の用途に使用した場合 
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第７ 入居者の責務 

入居者は、賃貸型応急住宅の使用に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。 

(1) 貸主の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若し

くは模様替え又は本物件の敷地内における工作物の設置 

(2) 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等の製造又は保管 

(3) 大型の金庫、その他の重量の大きな物品等の搬入又は備え付け 

(4) 排水管を腐食させるおそれのある液体の流出 

(5) 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏 

(6) 猛獣、毒蛇、鳴き声、臭い等の明らかに近隣に迷惑をかける動物の飼育 

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第六号に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）の同居又は暴力団

員の本物件の使用 

(8) 貸主の承諾なしに、犬、猫等の動物の飼育 

(9) 貸主の承諾なしに、階段・廊下等共用部分の物品の設置、又は看板・ポスター等

の広告物の掲示 

(10) 貸主及び県への通知なしに、申込書に記載した者以外の同居、若しくは本物

件の使用、又は入居者の変更（一部退去を含む） 

 
第８ 入居者の善管注意義務 

(1) 入居者は、賃貸型応急住宅を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を

負う。 

(2) 入居者は、特に賃貸型応急住宅の火災発生防止に留意するものとする。 

(3) 入居者は、貸主が定める管理規約・使用細則等を遵守するものとする。また、

貸主が本物件の管理上必要な事項を入居者に通知した場合、その事項を遵守しな

ければならない。 

(4) 入居者は貸主より貸与された鍵を善良なる管理者の注意をもって保管かつ使

用しなければならない。万一紛失又は破損したときは、入居者は、直ちに貸主に連

絡の上、貸主が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。ただし、新たな鍵の

設置費用は、入居者の負担とする。 

(5) 入居者は、鍵の追加設置、交換、複製を貸主の承諾なく行ってはならない。 

(6) 賃貸型応急住宅に破損箇所が生じたときは、入居者は、貸主に速やかに届け出

て確認を得るものとし、その届出が遅れて貸主に損害が生じたときは、入居者はこ

れを賠償する。 

 
第９ 契約期間 

原則２年とする。また、被災前から借家や公営住宅に入居をしていた者に応急仮設住

宅を供与する場合については、次の借家を探す期間を考慮して提供するものとする。 

ただし、被災状況を踏まえ、新たな借家を探すことが困難な場合については、内閣府

と調整の上、期間の延長を行うものとする（最長２年間）。 
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なお、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する際は、応急修理開始の日

から原則６ヶ月とし、応急修理が完了した場合は速やかに退去するものとす

る。 

 

第10 退去 

１ 入居者は、賃貸型応急住宅を退去する場合は、退去の４０日前までに、貸主等の記

名及び押印を受けた「仮設住宅等使用終了届」（様式第１２号、以下、「終了届」と

いう。）を、市町村を経由して県に提出しなければならない。 

２ 市町村は、終了届が提出された際は、県に対し、ただちに、これを進達しなければ

ならない。 

３ 終了届の提出を受けた県は、ただちに、貸主等に対し、「岩手県賃貸型応急住宅解

約の申入れについて（通知）」（様式第１３号）により通知する。 

４ 入居者は、契約期間が終了する日までに、貸主等の立会いを受けた上で、賃貸型応

急住宅を明け渡さなければならない。 

５ 入居者の故意又は過失による損害に対する修繕費については、入居者が負担する。 

６ 岩手県賃貸型応急住宅の使用を終了するが、やむを得ない理由により、入居者が終

了届を提出できない場合は、貸主等は「岩手県賃貸型応急住宅賃貸借契約終了確認書」

（様式第１２号の２、以下、「終了確認書」という。）を市町村に提出する。 

７ 終了確認書の提出を受けた市町村は、これを県に進達する。 

 
第11 変更の手続き 

入居者、貸主・貸主代理及び仲介業者（以下、「変更者」という。）は、契約内容に

変更があった場合、以下に定める変更届等を提出する。 

(1) 入居者は、同居者に関する変更がある場合、貸主に連絡し、同意を受けたうえで、

「岩手県賃貸型応急住宅賃貸借契約同居者変更届」（様式第１４号）を市町村へ提

出する。 

なお、契約書に記載された同居人以外の者を同居させる場合は、(6)によるもの

とする。 

(2) 貸主・貸主代理は、住所及び連絡先に変更がある場合、「貸主（貸主代理）住

所及び連絡先変更届」（様式第１５号）を市町村に提出する。 

(3) 貸主・貸主代理は、賃料等の振込指定口座を変更する場合、「振込口座変更届」 

（様式第１６号）に、変更後の通帳の写しを添付し、市町村に提出する。 

(4) 貸主・貸主代理は、法人代表者の変更をする場合、「貸主（貸主代理）法人代

表者変更届」（様式第１７号）に、商業・法人登記簿の写しを添付し、市町村に

提出する。 

(5) 貸主・貸主代理は、商号（法人名称）の変更があった場合、「貸主（貸主代理） 

商号（法人名称）変更届」（様式第１８号）に、商業・法人登記簿の写しを添付

し、市町村に提出する。 

(6) 変更者は、(1)から(5)に定める以外の変更が生じた場合、「岩手県賃貸型応急

住宅賃貸借変更契約書」（様式第１９号、以下、「変更契約書」という。）に以下
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の書類を添付して、市町村に提出する。 

ア 名義人変更届（相続又は任意売買による貸主の変更の場合は様式第２０号、

貸主代理を設定する場合は様式第２０号の２、貸主代理を解除する場合は様式

第２０号の３） 

イ 通帳の写し（口座の変更の場合） 

ウ 不動産登記簿又は売買契約書の写し（任意売買による貸主の変更の場合） 

エ 商業・法人登記簿の写し（商号（法人名称）の変更及び貸主（法人）の代表者 

変更の場合） 

オ 管理委託契約書の写し（管理業者の変更の場合） 

(7)  市町村は、各変更届の写し等を保管のうえ、原本を県に提出する。

また、変更契約書は、受理のうえ、県に進達する。 

(8) 県は、各変更届の内容を確認し、保管する。 

また、変更契約書は、審査のうえ、変更契約を締結する。 

 
第12 再契約の手続き 

(1) 市町村は、入居者の居住の実態及び自宅再建の状況を調査し、再契約を必要とす

る入居者がいる場合は、その入居者の一覧を作成し、再契約が必要となる理由を

付して契約期間が終了する日の６か月前までに県へ提出する。 

なお、再契約が必要となる理由とは、工事の遅れ等により自宅の再建が契約期間内

に完了しない、又は転居先の住宅を継続的に探しているが見つからない等、やむ

を得ないものをいう。供与終了後に入居者と貸主で不動産賃貸借契約を締結して入

居を継続する意向である場合、転居先の住宅を継続的に探していない場合、及び居

住の実態が乏しい場合は再契約の対象とならない。 

(2) 前項の提出を受けた県は、内容を検討のうえ、市町村及び貸主等へ県が定める

再契約の要件に該当する入居者（以下、「再契約対象者」という。）の一覧を通知

する。 

(3) (2)の一覧の通知を受けた貸主等は、「岩手県賃貸型応急住宅賃貸借契約書（再

契約用）」（様式第２１号、以下、「再契約書」という。）に、請求書（様式第１０

号の２（仲介料が発生する場合））、入居者に説明した重要事項説明書（宅地建物

取引業者が貸主代理又は仲介・媒介をする場合）、定期賃貸住宅契約についての

説明（様式第１１号）を添付し、市町村へ提出する。 

(4) 市町村は、再契約書及び添付書類（以下、「再契約書等」という。）を受理のう

え、県へ進達する。 

(5) 県は、再契約書等を審査のうえ、契約を締結する。締結後の再契約書は、市町

村及び貸主に送付する。 

なお、宅地建物取引業者が貸主代理又は仲介・媒介している場合は、締結後の

再契約書を市町村及び宅地建物取引業者に送付する。 

(6) 貸主は、入居者に再契約書を送付する。 

なお、宅地建物取引業者が貸主代理又は仲介・媒介している場合は、宅地建物

取引業者が貸主及び入居者に再契約書を送付する。  
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附 則 

この要領は、令和７年３月17日から施行し，令和７年２月26日から適用する。 


